
 

 

湖上スポーツ育成・強化対策事業 実施要項 

 

１ 目 的 

   滋賀の特徴を活かした湖上スポーツ（ローイング・カヌー・セーリング競技）について、県立

琵琶湖漕艇場および県立柳ヶ崎ヨットハーバーを拠点に、小学生から社会人までの一貫した指導

理念のもと、競技力の育成・強化を図る。 

 

２ 対 象 

公益財団法人滋賀県スポーツ協会  

 

３ 対象競技 

ローイング競技、カヌー競技、セーリング競技 

 

４ 期 間 

   各年度４月１日～３月３１日までとする。 

 

５ 内 容 

    滋賀県ローイング協会、滋賀県カヌー協会の協力のもと、「ＢＩＷＡＫＯボート・カヌーアカ

デミー」事業を実施し、将来全国で活躍する選手の発掘、育成を図る。 

ＮＰＯ法人滋賀県セーリング連盟の協力のもと、ジュニア選手の発掘事業を実施する。 

（１）「ＢＩＷＡＫＯボート・カヌーアカデミー」事業 

  （ア）中学校強化事業 

既存中学校ボート部員で、競技成績の優秀な生徒を対象に強化練習会を開催する。滋賀県

ローイング協会ＯＢによる定期的な指導を行い、全国大会上位入賞を目指す。 

  （イ）びわ湖ローイングクラブ事業 

ＢＪＲＣの卒業生で、中学校にクラブのない生徒を対象として強化練習会を開催する。近

隣大学ボート部員による定期的な指導を行い、ローイング競技の基本技術をマスターする。 

  （ウ）びわ湖ジュニアローイングクラブ事業 

小学校４～６年生を対象とした練習会を開催する。近隣大学ボート部員による定期的な指

導を行い、将来活躍するための基盤づくりをする。 

  （エ）高校・大学・企業連携強化事業 

高校生、大学生、企業の合同の強化練習会を開催する。よりレベルの高い選手と合同で練

習することにより、高校生、大学生に競技力の向上を図る。 

  （オ）びわ湖ジュニアカヌークラブ事業 

小学校４年生～中学３年生を対象としたカヌー練習会を開催する。滋賀県カヌー協会指導

者による定期的な指導を行い、高校・成年で活躍する選手を育成する。 

 

（２）セーリング競技ジュニア発掘事業 

湖上スポーツ「セーリング」を体験し、湖上スポーツの楽しさを実感し、将来活躍する選手

の基盤づくりをする。 

６ その他 

   補助金の交付は、原則概算払いとする。 

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

 この要項は、令和６年４月１日から施行する。 


